
別添１－１

厚生労働省発職第0107002号

労働政策審議会

会長 菅野 和夫 殿

厚生労働省設置法（平成１１年法律第９７号）第９条第１項第１号の規定

に基づき、別紙「職業安定法施行規則の一部を改正する省令案要綱」につい

て、貴会の意見を求める。

平成２１年１月７日

厚生労働大臣 舛添 要一



職
業
安
定
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

職
業
安
定
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

一

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
三
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
係
る
内
定
の
取
消
し
又
は
撤
回
の
内
容
（
当
該
取
消

し
等
の
対
象
と
な
っ
た
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
理
由
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
が
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
場
合
に
該

当
す
る
と
き
（
倒
産
に
よ
り
翌
年
度
の
新
規
学
卒
者
の
募
集
又
は
採
用
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
が
確
実
な
場
合
を
除
く
。
）

は
、
学
生
生
徒
等
の
適
切
な
職
業
選
択
に
資
す
る
よ
う
、
そ
の
内
容
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

ま
た
、
公
共
職
業
安
定
所
は
、
当
該
公
表
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
学
校
に
、
当
該
公
表
の
内

容
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

新
規
学
卒
者
を
雇
い
入
れ
よ
う
と
す
る
者
が
内
定
の
取
消
し
等
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、

公
共
職
業
安
定
所
及
び
施
設
の
長
に
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
り
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二

施
行
期
日
等

一

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

こ
の
省
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

(別紙)
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